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造林・製品生産事業の入札についての一考察

No.9 吉坂 雅夫

はじめに

私が森林官をしていたときに、造林・製品生産事業についてそれまでの随意契約から指名

競争入札、さらに一般競争入札へと入札方法の見直しが行われた。その際、一般競争入札は、

随意契約と比べて入札公告から契約までに時間がかかり業務が円滑に進まなかったこと等を

経験した。このためなぜ、このような見直しが行われたか疑問に思っており、造林・製品生

産事業の入札について、課題として取り上げることにした。

「国有林野事業特別会計における各種事業等の発注の一般競争入札への切り替えについて」

（平成１９年５月８日付１９林国管第１８号林野庁長官通知）によって一般競争入札が原則

とされたが、切り替えから約２年が経過し、各森林管理局では１者応札等の問題が生じてい

る。

このことから入札について、より透明性・競争性等の高いものにするために、１者応札の

発生など各森林管理局が抱えている課題等を整理し、それに対する改善を図るための考察を

行った。

第１ 研究方法

各森林管理局が抱えている課題やその背景等を調べるため以下の方法により調査し、改善

策を検討した。

（１） 随意契約、指名競争入札及び一般競争入札の現状把握

（２） 林野庁の取組、随意契約を行っていた経緯の調査

（３） 事例検証として、随意契約を行っていた当時の資料等の収集

（旧矢部町の人口等資料、熊本営林局事業統計局資料 等）

（４） 各森林管理局に入札に関する現状と課題等についてのアンケートの実施

第２ 調査結果

１ 随意契約と一般競争入札の比較

随意契約は、早期の契約締結（一般競争入札では入札者の公募や提出書類の審査などの

ために一般に2ヶ月程度の期間を要する）、手続の簡素化、小規模事業者でも参入が可能で

ある等のメリットがある一方、予算の効率的な執行、公平性、透明性の確保の点でデメリ

ットがある。

一般競争入札は、正しく運用すれば極めて公平かつ透明性の高い制度となるメリットが

あるが、契約締結に長期間を要し、手続きが煩雑になる等のデメリットがある（表－１）。
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随意契約 一般競争入札

メ ・手続きが最も簡単 ・機会均等

リ ・経費面の負担も少額で足りる ・相手方の選定が公正

ッ ・資力信用・技術等の能力を熟知した ・経済性の確保において優れている

ト うえ選定可能

デ ・私曲に陥り公正な契約の締結が確 ・不信用、不誠実な者を許すこととなりかえ

メ 保されない って公正な競争の実施が妨げられる

リ ・官商結託の弊を招き、不利な価格 ・公告その他の経費が必要

ッ で契約を締結するおそれがある ・不特定多数の参加者に対する説明等に

ト 手数を要する

表－１ 随意契約及び一般競争入札のメリット・デメリット

２ 林野庁の取組

前述の「国有林野事業特別会計における各種事業等の発注の一般競争入札への切り替え

について」によって一般競争入札が原則とされ、契約方法の見直しが行われた。造林・製

品生産事業は、参加資格者を事前に審査する随意契約から、事後審査となる一般競争入札

に見直されたことに伴い、造林・製品生産事業の約款についても全面的な見直しが行われ

た。

また、国有林野事業における造林・製品生産事業の仕様書については、従来は局で作成

されていたが新たに、全局に適用される標準仕様書が定められ、これらについては、一般

競争入札に適合する約款・標準仕様書になった。

さらに、「国有林野事業特別会計の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定」が、新

たに導入され、一般競争入札は入札参加資格者を事前に審査せず、約款及び標準仕様書に

規定された契約条項の遵守状況を監督及び検査等により、事業の品質確保等を確認すると

いった事後審査の形で行うことになった。

このような見直しや導入により発注者と受注者の規律の明確化が行われた。

平成１９年に随意契約から指名競争入札さらに一般競争入札に切り替わって約２年が経

過したが、以下のような問題が新たに発生しているのではないかと推測された（図－１）。

・１者応札が発生することによる競争性の確保の懸念

・実績のない新規参入者による品質の確保、信頼性についての懸念

・事務量等の増加

・地域林業事業体の不足
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図－１ 林野庁の取り組み

これらのことから、現在各森林管理局が抱えている課題の把握とその対応策を整理する

ことにより、今後の入札のあり方について考えてみた。

３ 随意契約を行っていた経緯

造林事業については、昭和２２年に予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第

９９条２３号（随意契約によることができる場合）『事業経営上の特別の必要に基づき、

物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき』

の規定により実行されていた。

製品生産事業では、昭和３８年に予決令第１０２条の４（指名競争に付し又は随意契約

によろうとする場合の財務大臣への協議）『各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に

付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなけれ

ばならない。』の規定により個別協議を行い、予決令第９９条２３号に該当することによ

り随意契約が行われた。

また、「予算決算及び会計令の規定に基づき国有林野の産物を随意契約によつて売り払

う場合等について」（昭和３８年 ３月３０日 ３８林野経第９９５号 農林大臣より大蔵

大臣あて）の中で、予決令第９９条の２３号に該当するものとして以下『国有林野の製品

生産事業を行うため伐採、造材、集運材等の作業を請負わせるとき。』の規定から個別協

議により随意契約が行われていた。

また、「予算決算及び会計令の規定に基づき国有林野の産物を随意契約によつて売り払

う場合等について」（昭和３８年 ３月３０日 蔵計第１５４０号 大蔵大臣より農林大臣

あて）において、『昭和３８年３月３０日付３８林野経第９９５号をもって協議のあつた

標記のことについては、異存がない。なお、昭和３９年度以降においても、本件と同一内
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容によって実施する場合には、協議がととのったものとして処理してさしつかえない。』

とされ、これにより昭和３８年以降については、包括協議により随意契約が行われるよう

になった。

４ 随意契約を行っていた実態

随意契約が多く行われていた昭和４０年頃の状況について調査を行うため、旧熊本営林

局の中でも有数の造林・製品生産事業が行われ、また、私の故郷であり地理的条件など十

分承知している旧熊本営林局矢部営林署（現在は、九州森林管理局熊本熊本森林管理署）

を例に取り、地理的条件、産業構造、事業量の３つの点から随意契約が行われていた背景

について調べてみ

た。

地理的条件に

ついては、熊本

県から宮崎県に

またがり、九州

地方のほぼ中央

部に位置し、国

有林が固まって

いる（図－２）。

国有林ＧＩＳ

により昭和３０

～４０年代の新植 図－２ 旧矢部営林署管内（国有林 GIS）

地について色づけを行ったところ、図のように新植が実行されていた（図－３）。また、

新植地に向かう道路は、両岸に高い崖が迫ってくる内大臣峡に高さ８６ｍの内大臣橋が架

かっており、他に道路がなく大変交通の便が悪いところであった（図－４）。

図－３ 昭和３０～４０年新植地 図－４ 新植地へのアクセス状況

（国有林 GIS）

次に、昭和４０年当時の旧矢部町（市町村合併により現在山都町）の国勢調査による産

業別就業者数の割合では、図－５のように第一次産業が７割を占め、第一次産業に携わる
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旧矢部営林署管内旧矢部営林署管内
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就業者数も １万人を超えていた（表－２）。

図－５ 昭和４０年の旧矢部町の産業構造別割合

表－２ 産業別就業者及び総人口

資料：総務省「国勢調査」

また、熊本営林局事業統計局資料を収集し分析を行ったところ、事業量についても昭和

４０年には、材積約１０万ｍ３、新植面積は、２４０ｈａもの事業量があったことが分か

った（図－６）。
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図－６ 事業量の推移

資料：熊本営林局事業統計書

これらのことから、当時の旧矢部営林署では、

・交通の便が悪く、外部からの林業事業体を確保しにくい

・当時の地元林業事業体の体力や経営基盤が脆弱なこともあって安定的な経営を図るため

計画的に仕事を発注する必要があった

・地元集落に労働力があった

等がみられ、当時は地域林業の活性化を図るためにも随意契約を行う必要があったことが

分かった。

しかしながら、随意契約では契約の透明性、競争性の確保ができないため、一般競争入

札へと見直しが行われることになった。

５ アンケート調査

次に、各森林管理局に一般競争入札についての現状と課題や、それに対する改善を図る

ための、取組状況等を把握するためにアンケートを行った（図－７）。
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図－７ アンケート調査項目

６ アンケート結果

アンケート調査から、現状として多く見られたのが、１者応札・不落物件の発生、入札

公告等契約に係る事務量の増加、地域林業事業体の不足などがあった（表－３）。

表－３ アンケート結果（入札の現状）

調査の実施

調査方法 アンケート形式（記述式）

調査対象 各森林管理局販売課・森林整備課

調査項目

①一般競争入札の現状、課題と取組状況

②標準仕様書、事業成績評定等について

③その他

調査項目

211地域林業事業体の不足

11事業体の関係書類の煩雑化

211全省庁統一資格の拡大等

511111入札公告等契約にかかる事務量増加

3111不落物件の発生

6111111１者応札の発生

現状
計GFEDCBA

局

211地域林業事業体の不足

11事業体の関係書類の煩雑化

211全省庁統一資格の拡大等

511111入札公告等契約にかかる事務量増加

3111不落物件の発生

6111111１者応札の発生

現状
計GFEDCBA

局
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課題では、新規参入者による事業の品質の確保、新規参入者に対する技能講習等、地域

林業事業体の育成などが挙げられた（表－４）。

表－４ アンケート結果（各局の課題）

各森林管理局の主な取組としては、再度入札を実施しても不落の場合は、入札参加資格

の等級区分を緩和し、全等級を対象に実施することや、入札実施までに１ヶ月以上の日数

がかかるため、早めの公告準備や公告期間の長期化を行うこと等となっている（表－５）。

表－５ アンケート結果（各局の主な取り組み）

また、事業成績評定については、業者の顔が見えることからの職員が悩んでいる実態や

受注者に対しどの署・職員でも統一した体制を築き、公平性の確保が必要と考えていること

が分かった（表－６）。

その他

発注規模の検討

入札公告の周知の徹底

民有林の発注時期と競合しないように早期発注

同日入札物件の時間差入札

公告期間の長期化

早めの公告準備等

再度入札でも落札しない場合等級区分の緩和
し、全等級を対象に実施

各局の主な取組

その他

発注規模の検討

入札公告の周知の徹底

民有林の発注時期と競合しないように早期発注

同日入札物件の時間差入札

公告期間の長期化

早めの公告準備等

再度入札でも落札しない場合等級区分の緩和
し、全等級を対象に実施

各局の主な取組

その他

技術提案書類の簡素化

事務の軽減

地域林業事業体の育成

新規参入者に対する技能講習等

新規参入者による品質の確保

各局の課題

その他

技術提案書類の簡素化

事務の軽減

地域林業事業体の育成

新規参入者に対する技能講習等

新規参入者による品質の確保

各局の課題
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表－６ アンケート結果（事業成績評定の実施状況等）

その他には、新規参入の事業体において約款、標準仕様書、事業成績評定等について理

解していない部分が多く、今後の指導が必要との声もあった。

第３ 考察

１者応札等の問題点を解決するためには、各局が現在行っている取組と併せ、従来の林業

事業体だけでなく建設業といった他業種からも参加しやすいようにすることで入札する事業

体の増加に繋がっていき、より競争性の高い入札になっていくと考えた。 さらに、造林・

製品生産事業を併せて契約をすること、また発注者が計画的・安定的に発注することにより、

受注者は事業期間に幅ができ、年間を見通した計画が立てやすくなり、入札に参加しやすく

なると思われることから、１者応札等の問題の解消に繋がるのではないかと考える。

しかし、新規参入者については、約款等の理解不足との声もあることから、他業種の新

規参入者等に対して理解しやすい仕様書の作成等を検討する必要があると考える。

まとめ

造林・製品生産事業においても、総合評価落札方式の導入等、契約に係わる様々な動き

がある。今後、より一層、透明性・競争性の高い入札を進めていくには、地域の特色を活か

した取組や各局の取組事項の情報共有、造林・製品生産事業を組み合わせた複数年度契約等、

新規参入者が参加しやすいような創意工夫が必要不可欠になってくる。
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